
平成３０年度

第１回 蕨市都市計画審議会議案書

議第１号

蕨都市計画道路の変更について（蕨市決定）

議第２号

蕨都市計画第一種市街地再開発事業の変更について（蕨市決定）

 議第３号

   蕨都市計画高度利用地区の変更について（蕨市決定） 

 報告案件

   生産緑地地区に関する方針（案）について 



議第１号

蕨都市計画道路の変更について（蕨市決定） 



蕨都市計画道路の変更（蕨市決定） 

１．都市計画道路3・1・20号蕨駅西口広場を次のように変更する。 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

理由 

 社会情勢の変化を踏まえて、駅勢圏人口及び駅利用者数の予測等に基づき蕨駅西口広場の見直しを行

った結果、都市計画道路を本案のように変更し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るものです。 

種 

別 

名      称 位         置 区 域 構                   造 備     考 

番号 路線名 起点 終点 
主 な 
経過地 延長 

構造 
形式 

車線 
の数 幅員 

地表式の区間における
鉄道等の交差の構造

幹 

線 

街 

路 

3・1・20 
蕨駅西 

口広場 

蕨 市 

中 央 

１丁目 

蕨 市 

中 央 

１丁目 

蕨 市 

中 央 

１丁目 
約58m 地表式 ― 

20m 

～ 

103m 

幹線街路と平面交差 

１箇所 
面積約5,100㎡ 



理  由  書 

本理由書は、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第１項の規定に基づき、

蕨都市計画道路（市決定）の変更についての理由を示したものです。 

Ⅰ．蕨都市計画区域における位置等 

 蕨都市計画区域は、都心から約 20km 圏、埼玉県の南部に位置しています。 

また、蕨都市計画区域に含まれる土地の区域は、蕨市の行政区域の全域です。 

【3･1･20号蕨駅西口広場】 

 本路線は、蕨市中央１丁目を起終点とする延長約58ｍ、幅員20～116ｍ、面積約7,000㎡（地表式約

5,800㎡、嵩上式約1,200㎡）の幹線街路です。 

Ⅱ．変更理由 

 平成7年の都市計画変更時には、蕨駅西口の駅勢圏人口が増加するものとして駅前広場の計画面積を

算定していました。 

 しかしながら、「蕨市まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン」（平成 27 年度策定）において、今後

25 年間の蕨市の人口は概ね 7 万人程度で推移すると推計されており、駅前広場の利用者数が今後大幅

な増加に転じる可能性は低く、実際に、平成7年当時と比較すると、駅の利用者は減少しています。 

 また、駅前広場の計画面積の算定方法は、駅前広場に求められる役割の変化等に伴って新しい算定方

法が提案されており、98 年式（駅前広場計画指針）に基づいて、現在の利用状況、交通量調査の結果

を勘案しながら計画面積の再算定を行いました。その結果として、駅前広場の計画面積を適正な規模に

なるよう縮小するものとします。 

Ⅲ．変更の内容 

構造形式 幅 員 備 考 変更内容 

地表式 

（地表式・嵩上式） 

20ｍ～103ｍ 

（20ｍ～116ｍ） 

面積約5,100㎡ 

（面積約7,000㎡） 

（地表式約5,800㎡） 

（嵩上式約1,200㎡） 

・構造形式の変更 

・幅員の変更 

・面積の変更 

括弧内は変更前を示す。



Ⅳ．関連する都市計画 

 本都市計画道路の変更にあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。 

・蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（蕨市決定） 

・高度利用地区（蕨市決定） 

  蕨駅西口地区 



■総括図（S:1/10,000） 



■計画図（S:1/2,500） 



議第２号

蕨都市計画第一種市街地再開発事業の変更について（蕨市決定）



蕨都市計画第一種市街地再開発事業の変更（蕨市決定） 

都市計画蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業を次のように変更する。 

名    称 蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業 

施行区域面積 約１.９ha 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

種 別 名  称 幅  員 延 長 備   考 

幹線街路 蕨駅西口広場 20ｍ～103ｍ 58ｍ 面積約 5,100 ㎡ 

区画街路 区画街路１号線 12ｍ（12ｍ） 約 80ｍ 幅員の（）内は全幅員 

区画街路 区画街路２号線 9ｍ（12ｍ） 約 160ｍ 幅員の（）内は全幅員 

区画街路 区画街路３号線 8ｍ（12ｍ） 約 40ｍ 幅員の（）内は全幅員 

下 水 道 公共下水道事業として別途整備する。 

その他の 
公共施設 

建
築
物
の
整
備 

街 区 
番 号
(工 区) 

建 築 物 敷地面積に対する 
主 要 用 途 備  考 

建築面積 
延べ面積 

（容積対象面積） 
建築面積
の 割 合 

建築物の延
面積の割合 

１ 約 1,800 ㎡ 
約 29,800 ㎡ 

（約 22,600 ㎡） 
約 4/10 約 48/10 

住宅、公共公益、業務、
駐車場 

２ 約 4,000 ㎡ 
約 52,300 ㎡ 

（約 36,400 ㎡） 

約 6/10 

※1 
約 50/10 

住宅、公共公益、商業、
業務、駐車場 

（参考） 
高度利用地区の制限内容 
容積率の最高限度  50/10 
容積率の最低限度  20/10 
建ぺい率の最高限度  5/10 

   壁面の位置の制限は計画図表示のとおり 
   建築面積の最低限度は 200 ㎡ 

建
築
敷
地
の
整
備 

街 区 
番 号 
(工 区) 

建築敷地面積 整  備  計  画 

１ 約 4,700 ㎡ 敷地周囲に、幅員 2.0ｍの歩道状空地を確保する。 

２ 約 7,300 ㎡ 敷地周囲に、歩道状空地を確保する。 

計 約 12,000 ㎡  

住宅建設の目標 
戸  数 備    考 

約 650 戸 一戸当たり約 70㎡ 

※1：建築面積の割合は、高度利用地区の制限内容のただし書き適用。 

「施行区域、公共施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示の通り。」 

〔理由〕社会経済環境に対応しつつ蕨駅に接した恵まれた立地条件を生かし、公共施設の整備と併せて 
土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、第一種市街地再開発事業を変 
更する。 



理  由  書

 本理由書は、都市計画法第 21 条第 2 項の規定において準用する同法第 17 条第 1 項の規定に基づ

き、都市計画蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（市決定）の変更についての理由を示したもの

です。

Ⅰ．蕨都市計画区域における位置等

 蕨都市計画区域に含まれる土地の区域は、蕨市の行政区域の全域です。

 本地区は、ＪＲ京浜東北線蕨駅の西口に隣接する区域です。

Ⅱ．変更理由

 本地区においては、蕨駅に接した恵まれた立地条件を生かし、公共施設の整備と併せて土地の合

理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、平成 7 年 2 月に高度利用地区及び第一種市

街地再開発事業の都市計画を決定しました。その後、社会経済状況の変化、長引く不況の影響によ

り、大幅な計画の見直しの必要性が認識され、平成 17 年 3 月には、事業区域を三つの工区に分割す

る都市計画の変更を行い、第 1 工区（蕨駅西口地区 7 番街区）については、組合施行により先行的

に整備が行われました。

 残る工区の早期実現が期待されている一方、依然として先行き不透明な社会経済状況及び厳しい

市の財政状況が続いている中、事業の成立性を勘案しつつ、市の玄関口にふさわしい駅前整備を実

施し、にぎわいの創出を図るため、公共施設の規模や既存市有地の効果的な活用等について更なる

見直しを進めました。

 その結果として、第一種市街地再開発事業の都市計画について、駅前広場等の公共施設を適正な

規模に縮小することに併せて敷地及び施設建築物の規模の拡大を図るとともに、事業の早期実現を

目指して残る工区を一体的に整備するために工区を再編する変更を行うものとします。

Ⅲ．関連する都市計画

 本地区の市街地再開発事業の変更にあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。

・高度利用地区（蕨市決定）

  蕨駅西口地区

・蕨都市計画道路（蕨市決定）

3･1･20 蕨駅西口広場



■総括図（S:1/10,000） 
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区画街路１

約８０ｍ（幅員１２ｍ）

区画街路２

約１６０ｍ（幅員９ｍ：全幅員１２ｍ）
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凡　　例

市街地再開発事業施行区域

工区区分線

壁面の位置の制限
敷地の境界線

施設建築物敷地（蕨駅西口地区）

区画街路１（整備済）

区画街路２

区画街路３

蕨駅西口広場

区画街路２（整備済）

施設建築物敷地（第１工区、整備済）

面　積
：地表式　約５，１００㎡

2.0ｍ

計画図－１ S = 1/1000
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凡　　例

市街地再開発事業施行区域

工区区分線

計画図－２ S = 1/1000

①～② 蕨駅西口広場東側界を境界とする。

②～③
蕨駅西口広場南側界を境界とし市道31-48号の東

側界との交点までとする。

③～④
市道31-48号の東側界を境界とし、ＪＲ用地と市

有地（旧貨物駅跡地）の市有地北側敷地界との

交点までとする。

④～⑤
ＪＲ用地と市有地（旧貨物駅跡地）の市有地北

側敷地界を境界とする。

⑤～⑥

ＪＲ用地と市有地（旧貨物駅跡地）の市有地東

側敷地界を境界とし、市道31-27号の南側界の延

長線との交点までとする。

⑥～⑦
市道31-27号の南側界とその延長線を境界とし、

市道31-34号の西側界から３ｍの中心線との交点

までとする。

⑦～⑧

市道31-34号の西側界から３ｍの中心線を境界と

し、市道31-26号の南側界から３ｍの中心線との

交点までとする。

⑧～⑨
市道31-26号の南側界から３ｍの中心線を境界と

し、市道31-17号の西側界から４ｍの中心線との

交点までとする。

⑨～⑩
市道31-17号の西側界から４ｍの中心線を境界と

し、蕨駅西口広場の南側都市計画決定線を南側

へ約13.35ｍ平行移動した線との交点までとする。

⑩～⑪

蕨駅西口広場の南側都市計画決定線を南側へ約

13.35ｍ平行移動した線を境界とし、市道31-17号

の西側界との交点までとする。

⑪～⑫
市道31-17号の西側界を境界とし、蕨駅西口広

場と蕨駅前通り西口線の接続部の南側すみきり

南端部までとする。

⑫～⑬
蕨駅西口広場と蕨駅前通り西口線の接続部の南

側すみきりを境界とし、北端部までとする。

⑬～⑭
蕨駅西口広場と蕨駅前通り西口線の接続部の南

側すみきり北端部から北側すみきり南端部まで

を境界とする。

⑭～⑮
蕨駅西口広場と蕨駅前通り西口線の接続部の北

側すみきり部を境界とし、北端部までとする。

⑮～⑯ 蕨駅西口広場西側界を境界とする。

市街地再開発事業施行区域の境界一覧表

⑯～① 蕨駅西口広場北側界を境界とする。

蕨駅西口広場の南側都市計画決定線

第２工区

第１工区
（７番街区）
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議第３号

蕨都市計画高度利用地区の変更について（蕨市決定） 



蕨都市計画高度利用地区の変更（蕨市決定） 

都市計画高度利用地区を次のように変更する。 

決定告示年月日 

平成 年 月 日

蕨  市 

種 類 面 積 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

建築物の 

容積率の 

最低限度 

建築物の 

建ぺい率の 

最高限度 

建築物の 

建築面積の 

最低限度 

備 考 

高度利用地区 

（中央３丁目桜橋地区）
約 0.3ha 50/10 20/10 7/10 200 ㎡ 

高度利用地区 

（蕨駅西口地区） 
約 1.9ha 50/10 20/10 5/10 200 ㎡ 

合 計 約 2.2ha 

ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は、建築基準法第 53 条第 3 項各号のいずれ

かに該当する建築物、又は同条第５項第１号に該当する建築物にあっては、1/10 を加えた数値とする。 

また、壁面の位置の制限については、公共歩廊その他これに類する公益上必要な建築物で通行上支障がない

ものについてはこの限りではない。 

なお、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度については、建築基準法第 52条第 14項第１号

に該当する建築物で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合におい

てはこの限りでない。 

「位置、区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

理 由  蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業の変更に伴い、高度利用地区を変更す

る。 



理  由  書 

本理由書は、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第１項

の規定に基づき、蕨都市計画高度利用地区の変更（蕨駅西口地区）についての理由を示

したものです。 

Ⅰ．蕨都市計画区域における位置等 

蕨都市計画区域に含まれる土地の区域は、蕨市の行政区域の全域です。 

【蕨駅西口地区】 

 本地区は、ＪＲ京浜東北線蕨駅の西口に隣接する区域です。 

Ⅱ．変更理由 

 本地区においては、平成 7 年 2 月に高度利用地区及び第一種市街地再開発事業の都市

計画を決定しましたが、平成 17 年 3 月には、事業区域を三つの工区に分割する都市計

画の変更を行い、第 1 工区（蕨駅西口地区 7 番街区）については、組合施行により先行

的に整備が行われました。

 残りの工区に関しては、依然として先行き不透明な社会経済状況が続いている中、第

一種市街地再開発事業の都市計画について、駅前広場等の公共施設を適正な規模に縮小

することに併せて敷地規模の拡大を図るなどの変更を行うことになりました。

 このような背景を踏まえ、高度利用地区について、市街地の環境の向上に資する有効

な空地を確保し、土地の高度利用と都市機能の更新を図るために壁面の位置の制限を一

部変更するものとします。併せて、第 1 工区（蕨駅西口地区 7 番街区）より南側のＪＲ

京浜東北線に沿った細長い区域については、蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業の施

行区域に合わせて除外するものとします。

Ⅲ．変更内容 

【蕨駅西口地区】 

区域、面積 ・区域面積を約 2.4ha から約 1.9ha へ変更します。

壁面の位置の制限 

・市街地再開発事業における施設建築物の敷地形状の変更に伴い、

蕨駅西口広場に面する区域の壁面の位置の制限を変更します。

・区画街路３号線に面する区域における壁面の位置の制限を 1.5
ｍから 5.5ｍへ変更します。

・区画街路２号線に面する一部の区域における壁面の位置の制限

を、1.5ｍから 2ｍに変更します。

・一部区域を除外することに伴い、壁面の位置の制限を変更しま

す。



Ⅳ．関連する都市計画 

 本地区の高度利用地区の変更にあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。 

・蕨駅西口地区第一種市街地再開発事業（蕨市決定） 

・蕨都市計画道路（蕨市決定） 

  3･1･20 蕨駅西口広場 
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報告案件

生産緑地地区に関する方針（案）について 
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生産緑地地区に関する方針（案）について

１．生産緑地地区の状況 

１）現在の生産緑地地区 

・ 当初、14 地区、面積 3.05ha（平成 4 年 12 月 4 日決定） 

  →現在、16 地区、面積 2.70ha（土地区画整理事業の進捗等による変更） 

    ※原則として、30 年間は営農しなければならない。 

２）平成 34 年 12 月に都市計画決定から 30 年経過

・ 生産緑地地区を継続しない（廃止）ことが可能（所有者の意向を前提）

２．都市農地の保全に係る制度改正 

１）生産緑地法等の大幅な改正（平成 29年 5月）※下線部は改正後の内容

・ 特定生産緑地制度（新制度）： 

現在の生産緑地地区 

→30 年経過する前に特定生産緑地として指定（所有者の意向を

前提） 

→現在の生産緑地地区と同様の制度が継続（10 年毎に選択） 

（現在の生産緑地地区 30 年+特定生産緑地 10 年 

+特定生産緑地 10 年+特定生産緑地 10 年+…） 

・ 面積要件の引下げ：  

面積要件 500 ㎡ 

→条例の制定により、300 ㎡（政令で規定）まで引下げ可 

２）都市計画運用指針の改正（平成 29年 6月）※下線部は改正後の内容

・ 新たに生産緑地地区を都市計画決定すること： 

例外的な事項→検討すべき事項
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３．生産緑地地区に関する方針（案） 

１）現在の生産緑地地区に関する方針 

・ 平成34年 12月時点の生産緑地地区については、貴重な緑地空間として、

市内の農地を保全するため、所有者の意向を前提に、可能な限り特定生産

緑地として指定する。 

２）条例の制定（面積要件の緩和）に関する方針 

・ 小規模な農地においても、災害時の一時避難場所や身近に緑に触れ合え

る場等として緑地機能を発揮していることから、区域の規模要件を緩和す

る条例（面積要件 300 ㎡）を制定する。 

３）新たな生産緑地地区の都市計画決定に関する方針 

・ 人口減少、高齢化の進行や緑地の減少を踏まえ、身近な緑地である農地

を保全し、良好な都市環境を形成するため、希望により、新たに生産緑地

地区を都市計画決定する。

・ 新たに都市計画決定する場合の基準（案）は、以下のとおりとする。 

農地の面積

単独で 300 ㎡以上あること（将来的にも 300 ㎡以上） 

農地の区域（位置）

公道に接していること 

建築基準法上の接道要件を満たすこと 

土地利用に支障がないこと 


